
 十和田市では、物価高騰の影響を受けている市民の家計を支援するとともに、市内経済の活性化を

図るため、国の重点支援地方交付金を活用し、市内の店舗で利用できる「第２弾 笑顔あふれる応援券

（商品券）」を全市民に配付します。それに伴い下記の通り応援券取扱加盟店を募集しますので、実

施要項をご確認の上、お申込みください。※昨年実施した「笑顔あふれる応援券（令和７年７月１日～９月３０日実施）」に

加盟していたお店も改めて申込のお手続きをお願いします。 

応援券の概要 

発行総額  約３億９,９００万円（１冊７,０００円分×約５７,０００冊） 

構  成  １冊あたり ５００円券×１４枚綴り 

１４枚の内訳…中小店専用券（中小店加盟店のみで利用可）８枚 

全店共通券（全 取 扱 加 盟 店 利 用 可）６枚 

配付方法  十和田市民１人につき１冊を、世帯ごとに郵送にて配付。 

利用期間  令和８年４月２５日（土）～６月３０日（火） 

※詳しくは、別紙「第２弾 笑顔あふれる応援券 実施要項」をご確認ください。 

応援券発行及び実施主体：十和田市（十和田市農林商工部商工観光課 ＴＥＬ ０１７６-５１-６７７３） 

応援券換金事業受託者：十和田商工会議所（十和田商工会議所相談課 ＴＥＬ ０１７６-２４-１１１１） 

取扱加盟店募集要項 

募集期間  随 時（令和８年６月３０日（火）まで） 

※応援券に同封する「取扱加盟店一覧」チラシへの掲載募集期間は終了しておりますが、公式

ホームページへは掲載いたします。 

参加資格  十和田商工会議所の会員事業所であり、十和田市内で日常的に買い物やサービスの提供を行

うことができる事業者・店舗 

店舗区分  １）大型店…店舗面積が１,０００㎡以上の店舗 

２）中小店…店舗面積が１,０００㎡未満の店舗 

費  用  登録料及び換金手数料等の費用は一切かかりません。 

申込方法  裏面の「第２弾 笑顔あふれる応援券加盟店登録申込書」に必要事項を記入し、下

記の＜申込書提出先＞にご提出（ＦＡＸの場合は送信後に確認のご連絡をお願い

します）ください。 

  後日(４月上旬頃)、「応援券取扱マニュアル、取扱加盟店ポスター・ポップ、登録証、換金

依頼書等」を郵送します。 

換金方法  「応援券換金依頼書（登録申込後に送付）」に必要事項をご記入の上、利用済み応援券（裏面

の取扱加盟店欄に店舗名を押印または記入）を添えて十和田商工会議所にご持参ください。

応援券の換金手続きは５月上旬から７月下旬まで行う予定です。 

＜お 問 合 せ 先＞ 十和田商工会議所 相談課 ＴＥＬ ０１７６-２４-１１１１ 

＜申込書提出先＞ 

■十和田商工会議所 〒０３４-８６９１ 十和田市西二番町４-１１  ＦＡＸ ０１７６-２４-１５６３ 



登録№ 

「第２弾 笑顔あふれる応援券」発行事業について、実施要項をご確認し趣旨及び遵守事項等をご理解

いただいた上で、下記に必要事項を記入してお申込みください。 

十和田商工会議所 行 

１．連絡先・振込先 

事業所名 
 

所 在 地 
 〒 

担当者 

役職・氏名 

 

Ｔ Ｅ Ｌ  （    ）   ー Ｆ Ａ Ｘ  （    ）   ー 

銀行・信用金庫 

農協・信用組合 

（いずれかに○） 

本店・支店 

営業部 

（いずれかに○） 

応援券 

換金用 

振込口座 

口座種別 
(いずれかに○) 

普通・当座 口座番号 
       

口座名義 

フリガナ 

 

２．取扱店舗情報 

 応援券を取り扱う店舗・支店等情報を記入してください。加盟店一覧等へは以下に記入した内容で掲載します。 

 店舗によって振込先口座が異なる場合は、それぞれで加盟店登録を行う必要があります。また、記入欄が足り

ない場合は、本申込書をコピー等してご使用ください。  

 店舗① 店舗② 

店舗名 
  

所在地 

〒 〒 

ＴＥＬ （    ）   ー （    ）   ー 

店舗区分※１ 
(いずれかに○) 

大 型 店 ・ 中 小 店 大 型 店 ・ 中 小 店 

業種※２   

営業内容※３   

※１ 大型店は、店舗面積が１,０００㎡以上の店舗。中小店は、店舗面積が１,０００㎡未満の店舗。 

※２ 以下の業種から選択してください。 

①小売業 ②飲食業 ③サービス業 ④卸売業 ⑤建設業 ⑥製造業 ⑦その他（業種を記述してください） 

※３ 記入例…スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニ、食料品、衣料品、家電、日用雑貨、居酒屋、レストラン、食

堂、菓子店、ガソリンスタンド、クリーニング店など、主なものを記入してください。 


